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はじめに 

 

5 月 4 日、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議から「新型コロナウイルス感

染症対策の状況分析・提言」が出されました。 

 

その提言の中の「今後の行動変容に関する具体的な提言」において、（１）感染拡大

を予防する新しい生活様式について、（２）業種ごとの感染拡大予防ガイドラインに

関する留意点が示されました。本ガイドラインは新型コロナウイルス感染症対策に

求められる基本的な考え方や留意点等を取りまとめたものです。 

 

感染拡大防止対策は、お客様、従業員とその家族の生命と生活を守る取り組みです。

そしてその対策は、社会全体で取り組むことで一層効果が上がります。個人、家庭

はもとより全ての業種、事業者が感染予防に取り組むことが望まれています。 

 

ケーブルテレビ業界は、地域によりそい、地域と共に成長してきました。このよう

な時だからこそ我々業界に求められる特有の責務として、 

・地域へ適切な情報の迅速かつ確実な提供、 

・地域から全国への迅速かつ適切な情報発信 

・新型インフルエンザ等対策特別措置法上の指定公共機関であるＮＨＫの再放送の

継続 

・地方自治体等との連携による地域の安心安全に資する感染予防対策への取り組み 

等があり、これらを念頭に業界の社会的責任の遂行の使命を果たすことが期待され

ています。 

 

日本ケーブルテレビ連盟では、本ガイドラインを広く周知し、認知、普及を促し、

ガイドラインが各事業者にて行う感染拡大防止対策の一助となることを期待します。 

 

なお、本ガイドラインの内容は、感染拡大の動向や政府、専門家会議における対処

方針の改定を踏まえ、適宜見直しを行います。 
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１．ひとり一人の感染予防対策の徹底 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく感染拡大予防策を徹底することが

重要で基本となります。 

 

 〇人との接触の８割減、新しい生活様式の実践 

 特定警戒都道府県では、「 最低 7 割、極力 8 割程度の接触機会の低減」を目指し

て、外出の自粛を行う。特定警戒都道府県以外も含め全国では、不要不急の帰省

や旅行など、都道府県をまたいで人が移動することは、まん延防止の観点から極

力避ける。 

 また、クラスターが多数発生している、繁華街の接待を伴う飲食店等については、

年齢等を問わず、外出を自粛すること。 

 

 「三つの密」を徹底的に避けるとともに、手洗いや人と人の距離の確保などの基

本的な感染対策の徹底は当然として、接触機会の 8 割低減を目指し、専門家会議

で示された「人との接触 を 8 割減らす、10 のポイント」「新しい生活様式の実践

例」等を心がけることが感染症の拡大を防ぐこととなり、自分自身、家族、友人、

隣人の大切な命を守ることにつながります。 
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２．職場での感染予防策 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく感染拡大予防策を徹底する

ことが重要で基本となります。 

 

どの職場に関しても共通な事項として、例えば、人との接触を避け、対人

距離をできるだけ２ｍを目安に（最低 1ｍ）確保することのほか、 

・感染防止のための入場者の整理（密にならないように対応。発熱または

その他の感冒様症状を呈している者、及び新型コロナウイルス感染症陽

性とされた者との濃厚接触がある場合、過去 14 日以内に政府から入国制

限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航並びに当   

該在住者との濃厚接触がある場合の入場制限を含む）  

・入口及び施設内の手指の消毒設備の設置  

・マスクの着用（従業員及び入場者に対する周知）   

・施設の換気（２つの窓を同時に開けるなどの対応も考えられる） 

・施設の消毒  

 等があります。以下に詳述します。 

 

〇症状のある方の入場制限  

・新型コロナウイルスに関しては、発症していない人からの感染もあると考

えられ、発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある人、及び新型

コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある人、過去 14 日

以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域

等への渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある人は入場しないように呼

びかけることは、施設内などにおける感染対策としては最も優先すべき対

策です。また、状況によっては、発熱者を体温計などで特定し入場を制限

することも考えられます。 

・万が一感染が発生した場合に備え、個人情報の取扱に十分注意しながら、

入場者等の名簿を適正に管理することも考えられる。  

  

〇感染対策の例  

・他人と共用する物品や手が頻回に触れる箇所を工夫して、最低限にする。 

・複数の人の手が触れる場所を適宜消毒する。 

・手や口が触れるようなもの（コップ、箸など）は、適切に洗浄消毒するな

ど特段の対応を図る。  

・人と人が対面する場所は、アクリル板・透明ビニールカーテンなどで遮蔽
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する。 

・ユニフォームや衣服はこまめに洗濯する。  

・手洗いや手指消毒の徹底を図る。  

  

〇トイレ（※感染リスクが比較的高いと考えられる。）  

・便器内は、通常の清掃で良い。  

・不特定多数が接触する場所は、清拭消毒を行う。 

・トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示する。  

・ペーパータオルを設置するか、個人用にタオルを準備する。 

・ハンドドライヤーは止め、共通のタオルは禁止する。  

  

〇休憩スペース（※感染リスクが比較的高いと考えられる。） 

・一度に休憩する人数を減らし、対面で食事や会話をしない。  

・休憩スペースは、常時換気することに努める。  

・共有する物品（テーブル、いす等）は、定期的に消毒する。  

・従業員が使用する際は、入退室の前後に手洗いをする。  

  

〇ゴミの廃棄  

・鼻水、唾液などが付いたごみは、ビニール袋に入れて密閉して縛る。  

・ゴミを回収する人は、マスクや手袋を着用する。  

・マスクや手袋を脱いだ後は、必ず石鹸と流水で手を洗う。  

 

〇清掃・消毒  

・市販されている界面活性剤含有の洗浄剤や漂白剤を用いて清掃する。通常

の清掃後に、不特定多数が触れる環境表面を、始業前、始業後に清拭消

毒することが重要です。手が触れることがない床や壁は、通常の清掃で

良い。 

 

〇テレワーク等 

・職場への出勤は、外出自粛等の要請の対象から除かれるものでありますが、

接触機会の低減に向け、在宅勤務（テレワーク）や、出勤が必要となる職

場でもローテーション勤務等を強力に推進すること。 

・職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減す
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る取組を引き続き強力に推進すること。 

 

３. 人権への配慮  

患者・感染者、その家族や治療・対策に携わった方々等の人権に配慮するこ

と。新型コロナウイルス感染症から回復した者が差別されるなどの人権侵害

を受けることのないよう、円滑な社会復帰のための十分な配慮をすること。 

 

４．社会機能の維持 

 指定公共機関（ＮＨＫ）の公益的事業の継続に支障が生じることがないよ

う事前の対策を十分に講じること。 

 

５．感染の疑いがある場合の対処 

保健所及び医療機関への相談・受診にあたっては、以下の厚生労働省「新型 

コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」を参考にすること。 

 

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」 

  

１．相談・受診の前に心がけていただきたいこと  

○ 発熱等の風邪症状が見られるときは、学校や会社を休み外出を控える。 

○ 発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録しておく。 

○ 基礎疾患（持病）をお持ちの方で症状に変化がある方、新型コロナウイ

ルス感染 症以外の病気が心配な方は、まずは、かかりつけ医等に電話で

御相談ください。  

  

２．帰国者・接触者相談センター等に御相談いただく目安  

○ 少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すぐに御相談ください。

（これらに該当しない場合の相談も可能です。）    

☆ 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感） 、高熱等の強い症状のいずれ 

かがある場合 

 ☆ 重症化しやすい方（※）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合 

 （※）高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD 等）等の基礎疾患がある方や透析を受 

けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方 

☆ 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合  

 （症状が４日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますの 

で、強い症状と思う 場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続け 
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なければならない方も同様です。）  

○ 相談は、帰国者・接触者相談センター（地域により名称が異なることが

あります。）の他、地域によっては、医師会や診療所等で相談を受け付けて

いる場合もあ るので、ご活用ください。 

 （妊婦の方へ） 

妊婦の方については、念のため、重症化しやすい方と同様に、早めに 

帰国者・接触者相談センター等に御相談ください。  

（お子様をお持ちの方へ） 

    小児については、小児科医による診察が望ましく、帰国者・接触者相 

談センター やかかりつけ小児医療機関に電話などで御相談ください。 

※なお、この目安は、国民のみなさまが、相談・受診する目安です。これ

まで通り、検査については医師が個別に判断します。  

  

３．医療機関にかかるときのお願い  

○ 複数の医療機関を受診することにより感染を拡大した例がありますので、

複数の医療機関を受診することはお控えください。 

○ 医療機関を受診する際にはマスクを着用するほか、手洗いや咳エチケッ

ト（咳や くしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘

の内側などを使って、 口や鼻をおさえる）の徹底をお願いします。 

 

６．感染が発生した場合の対処 

・即時に保健所に報告（情報の速やかな開示）すること。 

 同時に、総務省（地域総合通信局）及び連盟への連絡の実施。 

・保健所の指示に沿った対策の迅速な実施と、関係者への周知を実施。 

・関係者リストの提出に備え、事前にデタベースの整理や作業手順の具体化

と確認を行っておくこと。 

 

 

以上 

 

（参考） 

・首相官邸（「新型コロナウイルス感染症対策本部」及び「新型コロナウイルス感染

症対策専門家会議」）

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html 

 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和 2年 5月 4日） 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000627560.pdf 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000627560.pdf
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・内閣官房（「新型コロナウイルス感染症の対応について」）https://corona.go.jp/ 

 

・厚生労働省（「新型コロナウイルス感染症について」） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

 

 

https://corona.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

